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英国政府は2018年7月6日、2019年財政法案に盛り込まれる予定の草案条項を
発表しました。これらの草案条項に関するコンサルテーションが、2018年8月31日
まで実施されます。これらの条項に加えて、別途2018年秋の財政法案の発表時 
又はそれ以前に、その他の条項が発表される可能性があります。今回の発表では、
多くの技術的注釈やその他の関連文書も公表されています。

発表された草案条項の主な内容は以下の通りです。

• 非居住者が英国の不動産から稼得したキャピタルゲインへの課税： 当該課税 
は、英国非居住者法人の不動産賃貸所得に対する法人税の課税（次項を参照）
と並行して実施されるものであり、非居住者に係るキャピタルゲイン規定の重
要な変更となります。2019年4月6日より、居住ステータスに関わらずすべての
（法）人に対して、あらゆる種類の英国不動産の直接的又は間接的な処分によ
り稼得したキャピタルゲインに対し、英国の租税が課される可能性があります 
（限定的な適用除外あり）。2019年4月6日を基準とする課税標準の調整（す
なわち、課税標準を2019年4月6日現在の市場価値と一致させるための調整）
が行われますが、特定の状況においては取得原価を課税標準として使用する選
択も可能です。

• 英国非居住者法人の不動産所得及びキャピタルゲインに対する法人税： 英国の 
不動産事業を営んでいるか又はその他の英国不動産を保有する英国非居住者
法人の不動産所得には、2020年4月6日から法人税が課されます。非居住者法
人による英国不動産の処分には、2019年4月6日から法人税が課されます（当
初19%、2020年4月から17%に引下げ）。
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• 欧州連合（EU）の租税回避防止指令： EUの租税回避防止指
令を遵守すべく、外国子会社合算税制（CFC）、ハイブリッド・
ミスマッチ・ルール、及び出国税に関するルールの改正が提
案されています。英国は2019年3月29日にEUを離脱する
予定ですが、英国の離脱前又は予想される移行期間中に同
指令の導入が要求される範囲において、同指令を国内法制
化している必要があります。なお、提案されている改正のう
ち、ハイブリッド・ミスマッチ・ルール及びCFCルールに関して
は、日本企業への影響は限定的と考えられます。詳細につい
ては、この項目を特集したEYのアラートをご参照ください。

• その他の主な変更

• 法人の支払利子の損金算入制限規定について、特定の
分野の修正及び明確化のための変更が加えられます。
また、報告会社の選任に係る通知期限が6カ月から12カ
月に延長されます。

• 2017年4月に導入された欠損金の繰越控除制度に、 
いくつかの軽微な変更が加えられます。

• リース会計に関する国際財務報告基準（IFRS）第16号
の導入を受け、会計上の取扱変更後も税務上の取扱い
が、引き続き制度上の趣旨に合致したものになるよう 
変更が行われます。財務諸表の移行時調整（該当する 
場合）による軽減税額をリース期間全体にわたって配賦
するルールが設けられます。

これらの条項が盛り込まれる予定の財政法案（第3次）は、秋季
予算の後に正式発表されると見込まれています。その後政府
は、現在の課税年度の終了に先立ち、2019年3月中の成立を
目指すこととなります。
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EY税理士法人について
EY税理士法人は、EYメンバーファームです。税務コンプライアンス、クロスボーダー取引、M&A、組
織再編や移転価格などにおける豊富な実績を持つ税務の専門家集団です。グローバルネットワーク
を駆使して、各国税務機関や規則改正の最新動向を把握し、変化する企業のビジネスニーズに合わ
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